
地方公共団体情報システム機構 行動計画  

 

 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のような行動計画を策定する。  

 

１ 計画期間  平成２７年４月１日 ～ 平成３７年３月３１日までの１０年間  

        ※社会情勢の変化に応じて、必要な場合見直しを図る。  

 

２ 計画の内容  

 

 

＜対策＞  

平成 27 年 4 月～  

● 新入職員に対するオリエンテーションの場で育児に関する休暇制度を説明する。  

● 妊娠中又は妊娠の予定のある女性職員に対し、産前産後休業や育児休業等の制度及

び申請手続き等を説明する。  

● 子が生まれる又は子が生まれた男性職員に対し、育児に関する制度について周知す

る。 

● 育児に関する休暇制度について、グループウェアを利用し、常に職員が目につく場

所に掲示する等、継続的に周知する。  

 

 

 

＜対策＞  

 平成 27 年 6 月～  

● 「ノー残業デー」を設定し、定時退社を基本として、時間外労働時間の削減に取り組

む。 

● 「ノー残業デー」の情報について、グループウェアを利用し、常に職員が目につく場

所に掲示する等、継続的に周知する。  

 

 

 

＜対策＞  

平成 27 年 4 月～  

● 年次有給休暇を取得しやすい環境を整えるため、管理者に対して会議等の場で年次

有給休暇の取得推進の周知を図る。  

● 職員に対して夏季休暇や休日に併せて年次有給休暇を取得するように周知に努め、

連続休暇の実現を図る。  

 

目標１：職員の育児休業等制度の利用の促進  

目標３：年次有給休暇の取得推進  

目標２：時間外労働時間の削減の促進  


